
2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）
福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号
電気ビル共創館３階　
カンファレンスA（大会議室） 証券コード：1848 株式会社富士ピー・エス

第 74 回 定時株主総会招集ご通知

県道甘木田主丸線両筑橋橋梁上部工工事（２工区）県道甘木田主丸線両筑橋橋梁上部工工事（２工区）

開催日時

開催場所

第１号議案　取締役８名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件

決議事項
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表紙*電子提供措置用・アクセス通知用*



ご挨拶

　株主の皆様には、平素より当社の事業運営に多大なる
ご支援とご理解を賜り、心より御礼申しあげます。第
75期を迎えるにあたり、当社の現状と取り組みについ
てご報告申しあげます。
　昨今の建設業界を取り巻く環境は、慢性的な担い手不
足を背景とした業界再編の動きが顕在化するなど、急速
な変化の中にあります。そのような中、当社はこれまで
築き上げてきた独自の企業文化を維持しながら、引き続
き収益基盤の抜本的強化に重点を置いた「自律的な経営
基盤」を堅持することで、中長期的な企業価値の最大化
を目指してまいります。加えて、外部環境の変化を敏感
かつ柔軟に捉え、戦略的なパートナーシップを通じて成
長を加速させてまいる所存です。その中核を成すのが、
昨年６月に契約した大豊建設株式会社との業務提携です。
本年度は、両社の技術力やリソースを融合させる「実装
フェーズ」へと移行しており、具体的な効果発現への期
待が高まっています。PC（プレストレスト・コンクリー
ト）技術の深化や施工体制の相互補完、さらには共同開
発による新事業分野の開拓など、提携シナジーを最大限
に引き出すことで、競争優位性を一層強固なものにして
まいります。
　当連結会計年度の経営状況につきましては、市場環境
を慎重に分析し、これまで以上に「収益重視の経営」を
徹底いたしました。土木事業においては、強みを最大限
に活かせる案件の厳選受注に向け、付加価値の高い技術

提案力の向上を実現する体制整備を推進しております。
また建築事業においては、現場の深刻な人手不足という
課題に対し、省力化を実現する独自製品「FR板」の需
要が極めて好調に推移いたしました。リニューアルした
九州小竹工場を含む全国６工場の安定稼働を背景に、高
品質な製品を安定供給できるネットワークは、当社の大
きな強みです。一方で、全社を挙げて取り組んできた

「工事工場利益改善プロジェクト」が大きな成果を上げ
ております。徹底した原価管理に加え、資材高騰に対す
る製品への価格転嫁が着実に浸透したことで、収益性は
大幅に向上いたしました。これにより、次なる成長を支
えるための強固な財務体質への転換が着実に進んでおり
ます。加えて、本年度より政府の「第１次国土強靱化実
施中期計画」が始動いたしました。国家的な社会インフ
ラの維持・整備の要請に応え続けることは当社の社会的
使命であり、持続的な成長に向けた大きな追い風である
と捉えております。
　第75期は、中期経営計画「VISION2030」の前半戦
を締めくくる節目の年です。独自の経営体制を維持しな
がらも、外部連携による新たな力を取り入れ、「稼ぐ力」
をさらに深化させてまいります。「すべての挑戦は成長
の機会である」という考えのもと、株主の皆様の期待に
応え、社会に必要とされる企業であり続けるために邁進
してまいりますので、引き続きのご支援とご理解を賜り
ますようお願い申しあげます。

自律的な経営と提携シナジーの融合
による持続的な企業価値の向上

代表取締役社長 　堤　忠彦
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ご挨拶
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業績ハイライト

当連結会計年度の経営成績につきましては、受注高は31,201百万円、売上高は32,230百万円となりました。
損益につきましては、営業利益は1,588百万円、経常利益は1,476百万円となりました。また、親会社株主に帰
属する当期純利益は993百万円となりました。

29,735

第72期
（2024年３月期）

26,416

第73期
（2025年３月期）

31,201

第74期
（2026年３月期）

（百万円）

受注高

31,201 百万円

28,566

第72期
（2024年３月期）

33,771

第73期
（2025年３月期）

32,230

第74期
（2026年３月期）

（百万円）

売上高

32,230 百万円

550

第72期
（2024年３月期）

851

第73期
（2025年３月期）

1,476

第74期
（2026年３月期）

1.8 2.4

4.0

（百万円／％）

経常利益・経常利益率

経常利益 経常利益率

1,476 百万円

415

第72期
（2024年３月期）

2,187

第73期
（2025年３月期）

993

第74期
（2026年３月期）

4.1

19.3

7.8

（百万円／％）

親会社株主に帰属する当期純利益・
自己資本利益率（ROE）

親会社株主に帰属する当期純利益 自己資本利益率（ROE）

993 百万円

33,669

第72期
（2024年３月期）

37,756

第73期
（2025年３月期）

35,613

第74期
（2026年３月期）

（百万円）

総資産

35,613 百万円

10,407

第72期
（2024年３月期）

12,308

第73期
（2025年３月期）

13,143

第74期
（2026年３月期）

30.9 32.6 36.9

（百万円／％）

純資産・自己資本比率

純資産 自己資本比率

13,143 百万円
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

２議決権行使書用紙右下に記載の
QRコードを読み取ってください。

１

見 本

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、
お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使‌
コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向け
サイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

「次へすすむ」をクリック

議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

１

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

「パスワード」を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力
ください。

２

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの
操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間 9：00～21：00）

2026年６月23日（火曜日）
午後５時30分まで

行 使 期 限
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株主各位

証券コード　1848
2026年６月９日

（電子提供措置の開始日　2026年６月２日）
株 主 各 位

　　　 　 福岡市中央区薬院一丁目13番８号
株 式 会 社 富 士 ピ ー ・ エ ス

代表取締役
社　　　長   堤   忠  彦

【当社ウェブサイト】
https://www.fujips.co.jp/ir/stock/meeting/

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/1848/teiji/

第74回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト及び「株主総会資料掲載ウェブ
サイト」に掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださ
いますようお願い申しあげます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、2026年６月23日（火曜
日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

電気ビル共創館３階　カンファレンスA（大会議室）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第74期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

記

４. 招集にあたっての決定事項
議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を行う
旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

５. 議決権行使についてのご案内
(１)書面による議決権行使の場合

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年６月23日（火曜日）午後５
時30分までに到着するようご返送ください。なお、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛
成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(２)インターネットによる議決権行使の場合

　インターネットにより議決権をご行使される場合は、３頁の「インターネットによる議決権行
使のご案内」をご高覧のうえ、2026年６月23日（火曜日）午後５時30分までにご行使くださ
い。
(３)重複行使の取り扱いについて

　インターネット及び書面により、重複して議決権をご行使された場合には、インターネットに
よるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数
回議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

以　上
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株主各位

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修
正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りい
たしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いて
おります。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」及び「会社の支配

に関する基本方針」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項及びその他の注記」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「重要な会計方針及びその他の注記」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査役及
び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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取締役選任議案

候補者番号 １
つつみ

堤
 

　
た だ

忠
 

 
ひ こ

彦 再 任
　

生年月日
1959年11月３日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
98,910株（69,310株）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1989年    9 月 当社入社
    2007年    10月 当社技術製造本部副本部長
    2009年    2 月 当社土木本部副本部長
    2010年    6 月 当社執行役員土木本部副本部

長

    2012年    4 月 当社執行役員技術本部長
    2012年    6 月 当社常務執行役員技術本部長
    2013年    6 月 当社取締役常務執行役員技術

本部長兼土木本部副本部長
　

    2014年    4 月 当社取締役常務執行役員土木
本部長

    2016年    4 月 当社取締役専務執行役員土木
本部長

    2017年    4 月 当社取締役専務執行役員土木
本部長、海外事業部担当

    2019年    4 月 当社代表取締役社長執行役員
社長（現任）

　

取締役候補者とした理由
堤忠彦氏は、2010年に執行役員に就任し、主に土木事業分野の統括責任者とし
て豊富な業務経験と実績を有しております。また、2013年に取締役に就任して
以来13年間にわたり当社の経営に参画し、2019年４月からは代表取締役社長
に就任いたしております。同氏の豊富な経験と実績により、当社の持続的な成
長を目指すにあたり適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といた
しました。

　

株主総会参考書類

第１号議案 取締役８名選任の件
　現在の取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の
見直しに伴い取締役を１名減員し、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者番号 ２
う め

梅
 

 
ばやし

林
 

　
ひ ろ

洋
 

 
ひ こ

彦 再 任
　

生年月日
1961年10月２日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
59,786株（45,086株）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1984年    4 月 当社入社
    2011年    6 月 当社経理部長
    2012年    6 月 当社執行役員経理部長
    2015年    6 月 当社上席執行役員総務部長
    2017年    4 月 当社上席執行役員管理本部総

務部長
    2017年    6 月 当社取締役常務執行役員管

理本部長
　

    2020年    4 月 当社取締役常務執行役員九
州支店長

    2021年    4 月 当社取締役専務執行役員管
理本部長兼経理部長

    2022年    4 月 当社取締役専務執行役員管
理本部長

    2025年    4 月 当社取締役執行役員副社長
管理本部長

    2026年    4 月 当社取締役執行役員副社長
兼管理本部管掌（現任）

　
取締役候補者とした理由
梅林洋彦氏は、2012年に執行役員に就任し、主に経理・総務分野の責任者とし
て豊富な業務経験と実績を有しております。また、2017年に取締役に就任して
以来９年間にわたり当社の経営に参画し、同氏の豊富な経験と実績により、当
社の持続的な成長を目指すにあたり適切な人材であると判断し、引き続き取締
役候補者といたしました。

　

候補者番号 ３
た

田 
な か

中
 

　
ま さ

政 
あ き

章 再 任
　

生年月日
1963年10月17日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
26,979株（4,200株）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1987年    4 月 当社入社
    2014年    ４月 株式会社シーピーケイ取締

役開発部長（出向）
    2019年    4 月 当社執行役員株式会社シー

ピーケイ代表取締役社長
    2021年    １月 当社執行役員鉄道事業部長 

兼関西支店副支店長
    2021年    4 月 当社上席執行役員関西支店

長兼鉄道事業部長
　

    2022年    ４月 当社上席執行役員関西支店
長

    2023年    ６月 当社取締役上席執行役員関
西支店長

    2024年    ４月 当社取締役上席執行役員九
州支店長

    2026年    ４月 当社取締役常務執行役員九
州支店長（現任）

　

取締役候補者とした理由
田中政章氏は、2019年に執行役員に就任し、当社の主要支店の支店長並びに鉄
道事業部門を担当し、豊富な業務経験と実績を有しております。また、2023年
に取締役に就任して以来３年間にわたり当社の経営に参画し、同氏の豊富な経
験と実績により、当社の持続的な成長を目指すにあたり適切な人材であると判
断し、引き続き取締役候補者といたしました。

　
－ 8 －
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取締役選任議案

候補者番号 ４
うしろ

後
 

 
しょう

小
 

 
じ

路
 

　
しょう

祥
 

 
い ち

一 新 任
　

生年月日
1965年４月19日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
5,722株（5,122株）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1989年    4 月 当社入社
    2019年    4 月 当社土木本部工務部長
    2022年    4 月 当社土木本部副本部長
    2023年    4 月 当社執行役員名古屋支店長

　

    2024年    4 月 当社執行役員関西支店長
    2025年    4 月 当社上席執行役員関西支店

長
    2026年    4 月 当社常務執行役員土木本部

長（現任）
　

取締役候補者とした理由
後小路祥一氏は、2023年に執行役員に就任し、当社の主要支店の支店長とし
て、支店運営の豊富な業務経験と実績を有しております。同氏の豊富な経験と
実績により、当社の持続的な成長を目指すにあたり適切な人材であると判断
し、取締役候補者といたしました。

　

候補者番号 ５
　

た

田
 

 
な か

中
 

　
や す

康
 

 
の り

徳 再 任 社 外
　

生年月日
1965年10月17日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
0株（－）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1991年    4 月 九州電力株式会社入社
    2017年    ４月 同社テクニカルソリューシ

ョン統括本部土木建築本部
部長

    2019年    ４月 熊本国際空港株式会社取締
役副社長

　

    2023年    6 月 九州電力株式会社エネルギ
ーサービス事業統括本部水
力発電本部水力開発総合事
務所長

    2024年    6 月 同社執行役員テクニカルソ
リューション統括本部土木
建築本部長（現任）

    2025年    6 月 当社社外取締役（現任）
　

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
田中康徳氏は、九州電力株式会社の執行役員であり、同社で長年培った豊富な
経験・知識を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを
期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

　

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者番号 ６
ま つ

松
 

 
ふ じ

藤　
さとる

悟 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1964年９月５日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
0株（－）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1987年    4 月 西日本鉄道株式会社入社
    2012年    7 月 株式会社西鉄ステーション

サービス代表取締役社長
    2018年    4 月 西日本鉄道株式会社執行役

員鉄道事業本部副本部長兼
営業企画部長

    2020年    6 月 同社取締役執行役員鉄道事
業本部副本部長兼営業企画
部長

　

    2021年    4 月 同社取締役執行役員鉄道事
業本部副本部長兼計画部長

    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2023年    4 月 西日本鉄道株式会社取締役

常務執行役員鉄道事業本部
担当　鉄道事業本部長（現
任）

　
社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
松藤悟氏は、西日本鉄道株式会社の取締役常務執行役員であり、経営者として
の豊富な経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと
を期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものでありま
す。

　

候補者番号 ７
ま と

的
 

 
ば

場
 

　
て つ

哲
 

 
じ

司 再 任 社 外
　

生年月日
1966年10月13日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
0株（－）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1990年    4 月 小 野 田 セ メ ン ト 株 式 会 社

（現太平洋セメント株式会
社）入社

    2012年    10月 同社東北支店環境事業営業
部長

    2016年    １月 同社環境事業部eマテリアル
グループリーダー兼セメン
ト事業本部営業部特需プロ
ジェクトチーム

　

    2022年    ４月 同社東北支店長
    2024年    ４月 同社九州支店長
    2024年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2025年    ４月 太平洋セメント株式会社執

行役員九州支店長（現任）
　

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
的場哲司氏は、太平洋セメント株式会社の執行役員九州支店長であり、同社で
長年培った豊富な経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いた
だくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与
した経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂
行していただけるものと判断しております。なお、太平洋セメント株式会社は
持株比率17.88％の当社筆頭株主であります。
　

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者番号 ８
は

波
 

 
た

多
 

 
え

江
 

　
あ い

愛
 

 
こ

子 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1970年６月３日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
0株（－）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    2000年    10月 福岡県弁護士会登録

ジャスト法律事務所　入所
　

    2004年    10月 あかつき法律事務所　開設
（現任）

    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）
　

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
波多江愛子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い法的見識に基づき、専門的
な知見を当社のコンプライアンス経営に活かしていただくことを期待し、引き
続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏は過去に
社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありません
が、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるもの
と判断しております。

　

(注) １. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 各候補者が所有する当社株式の数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき退任時に交付さ

れる予定の株式の数（2026年3月31日現在）を含めて表示しております。
３. 田中康徳、松藤悟、的場哲司、波多江愛子の４氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外

取締役候補者であります。当社は東京証券取引所並びに福岡証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て、松藤悟、波多江愛子の両氏を同取引所に届け出ていますが、両氏の再任が承認された場合、両氏を
引き続き独立役員とする予定であります。

４. 社外取締役候補者の現任の社外取締役である時の在任期間について
⑴ 田中康徳氏は現に当社の社外取締役でありますが、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって１

年となります。
⑵ 松藤悟氏は現に当社の社外取締役でありますが、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年

となります。
⑶ 的場哲司氏は現に当社の社外取締役でありますが、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって２

年となります。
⑷ 波多江愛子氏は現に当社の社外取締役でありますが、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって

３年となります。
５. 社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は社外取締役候補者である田中康徳、松藤悟、的場哲司、波多江愛子の４氏との間で会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
４氏の再任が承認された場合、当社は４氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。

－ 11 －
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取締役選任議案

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員の状況」に記載のとおりです。取締役候
補者の再任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 12 －



2026/05/26 17:46:54 / 25301248_株式会社富士ピー・エス_招集通知_電子提供措置用

監査役選任議案

候補者番号 １
こ

小
 

 
み や

宮
 

　
ひ さ

久
 

 
ふ み

文 新 任
　

生年月日
1960年８月25日

所有する当社の株式の数
（うち、株式報酬制度に
基づく交付予定株式の数）
19,583株（19,283株）

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
    1979年    4 月 当社入社
    2017年    ６月 当社管理本部総務部長
    2018年    4 月 当社執行役員管理本部総務

部長
    2020年    4 月 当社執行役員経営企画室長
    2021年    4 月 当社執行役員経営企画室長

兼調達センター長
　

    2022年    4 月 当社上席執行役員経営企画
室長兼調達センター長

    2024年    ６月 当社取締役上席執行役員経
営企画室長兼調達センター
長

    2026年    ４月 当 社 取 締 役 考 査 室 長 （ 現
任）

　
監査役候補者とした理由
小宮久文氏は、2018年に執行役員に就任し、主に経営企画・総務分野の責任者
として豊富な業務経験と実績を有しております。また、2024年に取締役に就任
して以降、当社の経営に参画し、同氏の豊富な経験と見識を経営全般の監督と
適切な監査活動に活かしていただく観点から、監査役候補者といたしました。

　

第２号議案　監査役２名選任の件
　監査役　古賀順一氏は本総会終結の時をもって辞任されます。また、監査役　小野丈夫氏は本
総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、監査役候補者　小宮久文氏は監査役　古賀順一氏の補欠として選任をお願いするもので
あり、その任期は、当社定款第27条第２項の規定により、監査役　古賀順一氏の任期の満了す
る時までとなります。
　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 13 －
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監査役選任議案

候補者番号 ２
い し

石
 

 
ば し

橋
 

　
ま さ

雅
 

 
よ

代 新 任 社 外
　

生年月日
1961年12月15日

所有する当社の株式の数
0株

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
    1985年    4 月 九州電力株式会社入社
    2008年    ７月 同社事業開発部事業開発運

営グループ長
    2011年    ７月 同社事業推進本部グループ

経営運営グループ長
    2012年    ７月 同社事業推進本部付　株式

会社キューデン・グッドラ
イフ（出向）（取締役）

    2017年    ４月 同社コーポレート戦略部門
付　株式会社キューデン・
グッドライフ（出向）

　

    2017年    ７月 同社コーポレート戦略部門
付　株式会社キューデン・
グッドライフ福岡浄水（出
向 ） （ 代 表 取 締 役 　 支 配
人）

    2021年    12月 同社定年退職
    2022年    １月 株式会社キューデン・グッ

ドライフ福岡浄水代表取締
役　支配人（現任）

　

社外監査役候補者とした理由
石橋雅代氏は、九州電力株式会社及びその後の職歴における業務経験をもと
に、公正・中立の立場から当社の適正な企業活動への助言及び監査をいただけ
るものと判断し、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

　
(注) １. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 石橋雅代氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
３. 社外監査役候補者との責任限定契約について

石橋雅代氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は法令の定める額のいずれか高い額とい
たします。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員の状況」に記載のとおりです。小宮久
文、石橋雅代の両氏の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 14 －
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ご参考：取締役会の構成及びスキル・マトリックス

役位 氏名 企業経営 財務／
会計

法務／
リスク管理／
ガバナンス

技術開発 人事／
人材開発 DX

サステナビ
リティ・
ESG

業界知見

代表取締役社長 堤 　 忠 彦 ● ● ● ● ● ● ●

取締役執行役員副社長 梅 林 洋 彦 ● ● ● ● ● ●

取締役常務執行役員 田 中 政 章 ● ● ● ●

取締役常務執行役員 後小路祥一 ● ● ●

社外取締役 田 中 康 徳 ● ● ● ● ●

社外取締役（独立） 松 藤 　 悟 ● ●

社外取締役 的 場 哲 司 ● ●

社外取締役（独立） 波多江愛子 ●

監査役 小 宮 久 文 ● ● ●

監査役 石 橋 雅 代 ● ● ●

監査役 伊 東 和 幸 ● ●

【ご参考：取締役会の構成及びスキル・マトリックス】
　当社の取締役会は、当社が定める役員選任方針に従って幅広い業務領域において、各事業分野の経
営に強みを発揮できる人材、及び経営管理に適した人材で構成することを基本としております。この
考え方を踏まえ、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保しておりま
す。
　なお、議案が原案のとおり承認・可決された場合の各取締役及び各監査役のスキルは以下のとおり
です。

（注）１. 役位については、2026年５月15日付で開示した「役員の異動に関するお知らせ」新役員体制（2026年６月24日付予
定）に記載のとおりとしております。

２. 業界知見とは、土木・建築及び関連領域の事業推進のために必要な知見を指します。

以　上
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（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、インバウンド需要の継続や堅調な企業業績等を背景
に、賃上げによる雇用・所得環境の改善に加え、政府による各種政策により、物価上昇の中で
も緩やかな回復基調が続いております。一方で、中東やウクライナにおける紛争の長期化によ
る原材料・エネルギー価格は依然として高止まりの状況にあることに加え、米国の通商政策な
どの影響による景気の下振れが懸念されることから、今後も引き続き国内外の様々な環境変化
を注視していく必要があります。
　当建設業界におきましては、土木分野は高速道路の大規模更新事業において発注者側の働き
方改革や事業財源の制約などにより、整備スピードに鈍化傾向がみられるものの、災害復旧事
業や「防災・減災、国土強靱化」関連の整備事業を中心に堅調に推移しました。土木分野の先
行きにつきましては、従来の公共事業関係費に加え、2026年度からスタートする政府主導の
「第１次国土強靭化実施中期計画」や高速道路会社の「中期事業見通し」などから、引き続き
インフラ老朽化対策など必要性の高い事業を中心に一定量の発注が想定され、底堅く推移して
いくと見込まれます。また、建築分野につきましても首都圏を中心とした再開発事業や防衛関
連施設への投資の増加に加え、民間設備投資に持ち直しの動きがみられ、今後も需要拡大が期
待されます。一方で、労務費・建設資材・輸送費の高騰など建設コストが総じて高い価格水準
で推移していることに加え、深刻な人手不足は業界全体における喫緊の課題であり、人材の確
保や生産性の向上に向けた施策が必須となっております。
　このような経営環境のもと、当社グループは「新たな成長戦略に向けた経営リソース（人
材 、 技 術 ・ 生 産 設 備 、 財 務 ） の 拡 充 」 を メ イ ン テ ー マ と し た 第 ５ 次 中 期 経 営 計 画
「VISION2030」の中間年にあたる５年目を迎え、「工事工場利益改善プロジェクト」によ
る収益性の向上、キャッシュ・フローの改善による財務体質の健全化、既存工場のリニューア
ルによる労働環境の改善や生産性の向上、専門部署による「ＤＸ」の推進・普及、生産現場の
業務を支援するバックオフィスの機能向上、温室効果ガス削減目標である「ＳＢＴ」の認定に
向けたカーボンニュートラル等の環境対策や補修補強・防災分野に関する研究開発、子会社を
核としたメンテナンス事業の拡大、コンクリート構造物を主たる事業とするゼネコンとの業務
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提携など、整備してきたリソースを通じて「稼ぐ力」の向上を目指した取り組みを実施しなが
ら企業活動を進めてまいりました。また、多様性を重視したリクルート活動、生産現場の働き
がい改革「リ・ブランディング」の推進、時間外労働の減少などワークライフバランスの充
実、経済産業省が推進する健康経営優良法人の認定継続、「ＳＤＧｓ」の全社的展開を通じた
社会的な企業価値向上のための取り組みなど、生産性の向上とあわせて社員及び協力会社従業
員の働き方改革の実現に向けて様々な施策を実施してまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、受注高は建築事業におけるプレキ
ャスト製品の需要拡大などにより312億１百万円（前連結会計年度比18.1％増）、売上高は
手持ち工事が順調に進捗したものの、建築事業売上高が前連結会計年度において過去最高額だ
ったことによる反動減により322億３千万円（前連結会計年度比4.6％減）となりました。利
益につきましては、売上高は減少したものの、工事採算性が改善したことなどから、営業利益
は15億８千８百万円（前連結会計年度比79.4％増）、経常利益は14億７千６百万円（前連結
会計年度比73.4％増）となりました。なお、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計
年度に保有資産の譲渡に伴う譲渡益を特別利益に計上した影響により、９億９千３百万円（前
連結会計年度比54.6％減）となりました。

事業別の状況は、次のとおりであります。
なお、従来事業別の状況で報告しておりました「不動産賃貸事業」は、前連結会計年度にお

いて、賃貸用オフィスビルとして所有していた固定資産（土地・建物）を売却したことに伴
い、量的な重要性が低下したため、「その他」として集計しております。

（土木事業）
土木事業は、官庁発注の工事が大型化・長期化の傾向がより強まる中で、長期の大型手持ち

工事の確保と中・短期的な工事確保による安定経営を目指し公入札、民間受注活動に鋭意取り
組みました。その結果、当連結会計年度においては、国土交通省発注の政府調達協定対象工事
（ＷＴＯ）で技術提案高評価により２件を受注、またＮＥＸＣＯ発注工事ではゼネコンとのＪ
Ｖで継続工事を随意契約で受注し、地元福岡においては福岡県、福岡北九州高速道路公社など
でも複数件の工事を受注しました。さらに民間営業での工場製品である大型プレキャストＰＣ
床版製作工事を受注するなど営業活動を進めましたが、橋梁関連の公入札工事の発注に鈍化傾
向がみられたこともあり、それに伴い競争が激化した影響などにより、受注高は170億８千万
円（前連結会計年度比6.7％減）となりました。
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九州地方整備局 付替村道逆瀬川１号橋上部工工事
近畿地方整備局 神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（Ａ１－Ａ２）ＰＣ上部

工事
茨城県 橋梁上部工事（北日下部橋）

福岡県 県道甘木田主丸線両筑橋橋梁上部工工事（２工区）
四国地方整備局 令和５－７年度　外環空港線南吉田第２高架橋上部工事
東日本高速道路株式会社 首都圏中央連絡自動車道　阿見高架橋（ＰＣ上部工）工事

井本建設株式会社 白岳アパート1.2号棟耐震補強その他
株式会社竹中工務店 うめきた２期南街区分譲棟
株式会社長谷工コーポレー
ション

大和ハウス　船橋市本町タワー（本体）

当連結会計年度の主な受注工事は、次のとおりであります。

売上高につきましては、現場施工、製品製作とも大型工事を中心に概ね順調に進捗したこと
に加え、工期末を迎えた大型工事の最終設計変更契約による増額などにより、当連結会計年度
においては230億５千３百万円（前連結会計年度比1.5％増）となりました。

当連結会計年度の主な完成工事は、次のとおりであります。

（建築事業）
建築事業は、関東及び関西・中部地区におけるマンション事業の発注が順調に推移したこと

に加え、建設物価上昇分を販売価格に転嫁できたこと、また関東地区を中心に工事を含む複数
のＰＣａ物件の受注を獲得できたことにより、受注高は140億３千６百万円（前連結会計年度
比79.7％増）となりました。

当連結会計年度の主な受注工事は、次のとおりであります。
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安藤ハザマ興業株式会社 馬毛島（Ｒ４）飛行管理棟等新設建築工事
株式会社永大興業 公社原山台Ｂ団地第２期耐震改修その他工事
前田建設工業株式会社 浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業

区　　　分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円） 増減率（％）

土 木 事 業 18,314 17,080 △6.7

建 築 事 業 7,809 14,036 79.7

そ の 他 292 83 △71.3

合　　　計 26,416 31,201 18.1

区　　　分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円） 増減率（％）

土 木 事 業 22,719 23,053 1.5

建 築 事 業 10,769 9,084 △15.6

そ の 他 283 92 △67.2

合　　　計 33,771 32,230 △4.6

売上高につきましては、関西・中部地区で耐震補強工事等の進捗が好転したこと、及び関
西・関東地区の大型再開発現場も順調に進捗しましたが、前連結会計年度の売上高が過去最高
額を更新したことによる反動減により、90億８千４百万円（前連結会計年度比15.6％減）と
なりました。

当連結会計年度の主な完成工事は、次のとおりであります。

　事業別の受注高は、次のとおりであります。

　事業別の売上高は、次のとおりであります。
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区　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

土 木 事 業 37,566 15,169 21,553 31,182

建 築 事 業 7,410 14,036 9,084 12,362

そ の 他 9 83 92 0

合　　　計 44,986 29,289 30,730 43,545

（ご参考）
当社の事業別の受注高、売上高及び繰越高は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

② 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、７億８千２百万円であります。
　その主なものは、九州小竹工場（福岡県鞍手郡小竹町）リニューアル工事に関して、新Ｄベ
ンチ基礎など３億８千４百万円であります。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度において、特記すべき資金調達はありません。
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区 分 第　71　期
(2023年３月期)

第　72　期
(2024年３月期)

第　73　期
(2025年３月期)

第　74　期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

受 注 高 (百万円) 36,128 29,735 26,416 31,201
売 上 高 (百万円) 26,843 28,566 33,771 32,230
経 常 利 益 (百万円) 226 550 851 1,476
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期
純 利 益

(百万円) 123 415 2,187 993

１株当たり当期純利益 (円) 6.96 23.38 123.27 56.23
総 資 産 (百万円) 28,791 33,669 37,756 35,613
純 資 産 (百万円) 9,928 10,407 12,308 13,143
１株当たり純資産 (円) 559.42 585.33 697.26 744.03

区 分 第　71　期
(2023年３月期)

第　72　期
(2024年３月期)

第　73　期
(2025年３月期)

第74期(当期)
(2026年３月期)

受 注 高 (百万円) 34,858 28,396 25,217 29,289
売 上 高 (百万円) 25,644 27,240 32,306 30,730
経 常 利 益 (百万円) 114 491 862 1,375
当 期 純 利 益 (百万円) 66 394 2,226 955
１株当たり当期純利益 (円) 3.73 22.18 125.45 54.11
総 資 産 (百万円) 28,118 32,883 37,100 34,931
純 資 産 (百万円) 9,775 10,027 12,012 12,752
１株当たり純資産 (円) 550.80 563.99 680.51 721.94

⑵ 財産及び損益の状況
　　企業集団の財産及び損益の状況

　　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により算出しております。
２. 株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信託」に残存する自社の株式

は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており
ます。なお、第74期において、「役員向け株式交付信託」の期中平均株式数は348千株でありま
す。
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会　社　名 資　本　金 議決権比率 主要な事業内容

駿河技建株式会社 20百万円 100％
橋梁等のコンクリート構造物の診
断及び補修、補強を主体とした土
木事業

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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⑷ 対処すべき課題
　市場環境につきましては、土木分野においてこれまで市場を牽引してきた高速道路会社の大規模
更新事業が僅かに縮小へ向かう傾向にあるものの、政府の「第１次国土強靱化実施中期計画」の始
動により、老朽化インフラの更新や災害対策事業の拡大が見込まれ、市場全体としては引き続き堅
調に推移するものと判断しております。また建築分野では、首都圏を中心とする都市再開発需要が
継続する中、深刻な人手不足を背景に、現場の省力化を実現する当社独自製品「FR板」への需要
がさらに高まる見通しです。その一方で、原材料価格や労務コストの高止まり、及び受注競争の激
化など、予断を許さない状況が続いています。また当社グループは現在、2030年度を最終年度と
する第５次中期経営計画「VISION2030」を推進しております。外部環境の変化に伴い、中間目
標（売上高350億円、営業利益率５%）の達成時期を2027年３月期へと１年延長いたしました
が、第75期はこの目標完遂に向けた「稼ぐ力」を最大化させる極めて重要な年です。これまでの
アクションプランを通じ、九州小竹工場のリニューアルやＤＸ環境の整備、メンテナンス事業会社
のＭ＆Ａなど、着実な成果を上げてまいりました。しかしながら、人的リソースの拡充においては
慢性的な担い手不足が足かせとなり、想定した成果を十分に上げるには至っておりません。これら
の状況を踏まえ、以下の課題に重点的に対処してまいります。
①人的リソースの拡充と定着（「量」から「質」への転換）
　担い手不足が深刻化する中、人材戦略を従来の「量」の確保から個々の「質の向上」をより重視
する施策へと抜本的に転換いたします。実践に即した教育研修を通じて現場運営の高度化を実現す
るとともに、既存社員の定着（離職防止）を経営の最優先課題の一つに掲げます。具体的には、健
康経営の活動深化、リ・ブランディング活動を通じたエンゲージメント向上に加え、i-Con戦略ラ
ボの活動を加速・実装させることで、現場の負担軽減を図ります。これらを通じて「働き続けたい
企業」としての基盤を固め、担い手の確保と育成の両立を目指します。
②サステナブルな工場事業に向けた再編の検討
　全国６工場のネットワークは、安定的に製品需要に応えることができる当社グループの強みのひ
とつです。しかし、一部の工場においては老朽化による更新費用の増大や、敷地の狭小性による機
能拡張の限界など、長期的な採算性の観点から課題も顕在化しております。今後、工場製品への需
要がさらに高まる中、事業の継続性と効率性を両立させるべく、統廃合をも視野に入れた「最適配
置と生産体制の再構築」の検討を推進し、次世代を支える強固な事業としての生産基盤を確立いた
します。
③収益性のさらなる改善と業務アライアンスの実装
　「工事工場利益改善プロジェクト」による徹底した原価管理と適正な価格転嫁を継続し、高水準
の収益性を安定的に維持できる経営体制を確立いたします。あわせて、大豊建設株式会社との業務
提携を具体的な収益へと繋げる「実装フェーズ」を加速させます。PC技術の相互補完や共同技術
開発を深化させ、自社単独では困難であった新事業分野への展開や受注競争力の強化を早期に実現
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いたします。
④企業価値向上に向けた戦略的アプローチ
　持続的な成長と資本効率の向上を通じて、ステークホルダーからの社会的評価を高める取り組み
を強化いたします。東証の要請（PBR1.0以上の早期達成）を真摯に受け止め、収益性の改善と市
場との対話の深化を実行することで、外的環境に左右されない「自律的な経営環境」を強固なもの
といたします。

　以上の課題解決を加速させることで、「社会に必要とされる100年企業」への道筋を確かなもの
にし、中長期的な企業価値の最大化に邁進してまいります。
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主要な事業内容

⑸ 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社の主要な事業内容は次のとおりです。
なお、当社は、建設業法により特定建設業者（特－４）第2301号として国土交通大臣許可を

受けております。
① 土木事業
・ＰＣ橋梁（道路橋、鉄道橋）工事
・土木構造物の耐震補強工事、メンテナンス工事、高速道路橋の大規模更新工事
・ＰＣマクラギなど、土木コンクリート製品の製造、販売
・ＰＣタンクなど、容器構造物工事
・その他ＰＣ技術を用いた土木工事
② 建築事業
・ＰＣ合成床板（ＦＣ・ＦＲ・ＤＭ板）の製作及び敷設指導工事
・ＰＣ技術を用いた耐震補強工事（パラレル）
・ＰＣ組立工法など、ＰＣ梁・柱の製造、販売、組立工事
・ＰＣリング及びＰＣ緊張工事
・その他ＰＣ技術を用いた建築工事
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主要な営業所及び工場

本 店 福岡市中央区薬院一丁目13番８号
支 店 九 州 支 店

広 島 支 店
関 西 支 店
名 古 屋 支 店
関 東 支 店
東 北 支 店

(福岡市中央区)
(広島市中区)
(大阪市淀川区）
(名古屋市中区）
(東京都江東区）
(仙台市青葉区）

工 場 九 州 小 竹 工 場
三 重 工 場
滋 賀 工 場
関 東 工 場
い わ き 工 場
東 北 工 場

(福岡県鞍手郡小竹町）
(三重県多気郡明和町）
(滋賀県東近江市）
(栃木県真岡市）
(福島県いわき市）
(福島県安達郡大玉村）

営 業 所 沖 縄 営 業 所
兵 庫 営 業 所
四 国 営 業 所
茨 城 営 業 所
福 島 営 業 所

(沖縄県那覇市）
(神戸市中央区）
(香川県高松市）
(茨城県水戸市)
(福島県安達郡大玉村）　　　　ほか10箇所

駿 河 技 建 株 式 会 社
本 店 (静岡市清水区)
東 京 支 店 (東京都日野市)
御殿場営業所 (静岡県御殿場市)

⑹ 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
① 当社

② 子会社

－ 26 －



2026/05/26 17:46:54 / 25301248_株式会社富士ピー・エス_招集通知_電子提供措置用

従業員の状況

事　　業　　区　　分 従　　業　　員　　数 前連結会計年度末比増減
土 木 事 業 158 （６）名 ５名増 （１名増）
建 築 事 業 44 （－）名 ２名増 （－）
そ の 他 － （－）名 － （－）
全 社 （ 共 通 ） 289 （13）名 ９名減 （４名減）
合 計 491 （19）名 ２名減 （３名減）

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平 均 勤 続 年 数
434（15）名 ３名減（５名減） 44.2歳 15.9年

事　　業　　区　　分 従　　業　　員　　数 前事業年度末比増減
土 木 事 業 101 （２）名 ４名増 （１名減）
建 築 事 業 44 （－）名 ２名増 （－）
そ の 他 － （－）名 － （－）
全 社 （ 共 通 ） 289 （13）名 ９名減 （４名減）
合 計 434 （15）名 ３名減 （５名減）

⑺ 従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であり、臨時従業員は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しておりま
す。

２. 全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門（58
名）、技術部門（８名）及び施工・製造部門（223名）に所属しているものであります。

３. 取締役を兼務しない執行役員12名は含めておりません。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
臨時従業員は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。

２. 全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門（58
名）、技術部門（８名）及び施工・製造部門（223名）に所属しているものであります。

３. 取締役を兼務しない執行役員12名は含めておりません。
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主要な借入先、その他会社の現況に関する重要な事項

借　　　入　　　先 借　入　金　残　高

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 5,940百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,230百万円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 2,230百万円

⑻ 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

① 発行可能株式総数 53,000,000株
② 発行済株式の総数 18,602,244株
③ 株主数 17,161名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 3,221千株 17.88%

住 友 電 気 工 業 株 式 会 社 2,383千株 13.23%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・九州電力株式会社及び九州
電 力 送 配 電 株 式 会 社 口 ）

2,309千株 12.82%

西 日 本 鉄 道 株 式 会 社 773千株 4.29%
み ず ほ信託銀行株式会社退職給付信託
神 鋼 鋼 線 工 業 口 再 信 託 受 託 者
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行

722千株 4.00%

日 鉄 Ｓ Ｇ ワ イ ヤ 株 式 会 社 423千株 2.34%
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 346千株 1.92%

株 式 会 社 渡 辺 藤 吉 本 店 267千株 1.48%

株 式 会 社 福 岡 銀 行 261千株 1.44%

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 252千株 1.39%

２. 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を591千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
自己株式には、役員向け株式交付信託による保有株式345千株は含んでおりません。

２. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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株式の状況、新株予約権等の状況

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 43,008株 ５名

社外取締役 － －

監査役 － －

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告の「４．会社役員の状況」に記載しております。

３. 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏　　　　名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 堤 　 　 　 忠 　 彦 執行役員社長
取 締 役 梅 　 林 　 洋 　 彦 執行役員副社長　管理本部長
取 締 役 油 　 田 　 康 　 生 常務執行役員　土木本部長
取 締 役 田 　 中 　 政 　 章 上席執行役員　九州支店長
取 締 役 小 　 宮 　 久 　 文 上席執行役員　経営企画室長兼調達センター長
取 締 役 田 　 中 　 康 　 徳 九州電力株式会社執行役員

テクニカルソリューション統括本部土木建築本部長
取 締 役 松 　 藤 　 　 　 悟 西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員

鉄道事業本部担当　鉄道事業本部長
取 締 役 的 　 場 　 哲 　 司 太平洋セメント株式会社執行役員九州支店長
取 締 役 波 多 江 　 愛 　 子 弁護士（あかつき法律事務所）
常 勤 監 査 役 古 　 賀 　 順 　 一
常 勤 監 査 役 伊 　 東 　 和 　 幸
監 査 役 小 　 野 　 丈 　 夫

会社における地位 氏　　　　名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 梅 　 林 　 洋 　 彦 執行役員副社長　兼管理本部管掌

取 締 役 田 　 中 　 政 　 章 常務執行役員　九州支店長

取 締 役 油 　 田 　 康 　 生 安全品質管理室長

取 締 役 小 　 宮 　 久 　 文 考査室長

４. 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 当事業年度中の取締役の異動
・取締役田中康徳氏は、2025年６月20日開催の第73回定時株主総会において新たに選任され、就
任いたしました。

・取締役千田善晴氏は、2025年６月20日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって任期満了に
より退任いたしました。

２. 2026年４月１日をもって、取締役の地位及び担当が次のとおり変更になりました。

３. 取締役田中康徳、松藤悟、的場哲司、波多江愛子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

４. 常勤監査役伊東和幸、監査役小野丈夫の両氏は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める
社外監査役であります。

５. 常勤監査役伊東和幸、監査役小野丈夫の両氏は、監査役としての実務を通じて培われた財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。
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会社役員の状況

６. 当社は、取締役松藤悟、波多江愛子の両氏を東京証券取引所、福岡証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、両取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに、500万円又は法令が定める額のいず
れか高い額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定す

る役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負
担しております。
その契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因し

て、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る
損害賠償金及び訴訟費用等を補うものです。

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
当社は、2021年３月３日開催の取締役会において、取締役及び監査役の報酬等の決定に関
する方針を決議しております。当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上、優秀な人
材の確保、株主との価値共有を目的とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
　具体的には、取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、a．基本報酬、ｂ．業績連動評価に
よる現金報酬、ｃ．株式報酬により構成しております。
取締役の種類別の報酬の割合については、業績向上への動機付けを目的とし、おおよそ
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会社役員の状況

a．基本報酬70%、ｂ．業績連動評価による現金報酬15%、c．株式報酬15%としておりま
す。
なお、社外取締役の報酬は、独立した客観的な立場から経営の監督を行うことから、固定
報酬としております。監査役の報酬は、固定報酬としており、監査役の協議により決定して
おります。

a. 基本報酬に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、役位ごとに業種や規模別の報酬水準を収集した外部専門機関
の調査データ等を参考にしております。

b. 業績連動評価による現金報酬に関する方針
　業績連動評価による現金報酬は、当該事業年度の受注高、売上高、営業利益の計画の達成
度に連動した評価と、各取締役の担当業務における計画の達成度及び業務執行の成果により
査定する短期的インセンティブとしての報酬です。

c. 株式報酬に関する方針
　株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値の連動性を明確にすること、取締役が株価の
変動による利益・リスクを株主の皆様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に
貢献する意識を高めることを目的とするインセンティブとしての報酬です。具体的には、在
任年度ごとの役位等に応じたポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた株式を交付
するものです。

d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長は、上記方針に基づき、役員報酬の
原案を作成し、独立社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とす
る人事・報酬等意見交換会において、当社役員報酬の水準をはじめ、各役員の評価の方法や
個別報酬額の審議を行っております。人事・報酬等意見交換会の審議後、取締役ごとの個別
報酬額の決定を代表取締役社長堤忠彦へ一任することを取締役会に付議しております。委任
した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代
表取締役社長が適していると判断したためであります。その後、最終的に決定した結果を人
事・報酬等意見交換会に報告しており、取締役会も当該決定内容が上記方針に沿うものであ
ると判断しております。
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会社役員の状況

区　　　分 報酬額の総額
固定報酬 業績連動報酬

対象となる
役員の員数基本報酬

株式報酬
（株式給付引当金
繰入額）

業績連動評価に
よる現金報酬

取　締　役
（うち社外取締役）

121百万円
(12百万円)

94百万円
(12百万円)

17百万円
(－)

9百万円
(－)

10名
(5名)

監　査　役
（うち社外監査役）

23百万円
(9百万円)

23百万円
(9百万円)

－
(－)

－
(－)

3名
(2名)

合　　　計
（うち社外役員）

145百万円
(21百万円)

118百万円
(21百万円)

17百万円
(－)

9百万円
(－)

13名
(7名)

ロ. 当事業年度に係る報酬額の総額

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第66回定時株主総会において年額172百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の
員数は、10名（うち、社外取締役は４名）です。また、別枠で、2018年６月20日開催の第66回定
時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）及び取締役を兼務しない執行役員を対象とした株
式報酬の額として、３事業年度を対象として合計84百万円を上限と決議いただいております。当該
株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、６名並びに取締役を兼務しない執行役員
の員数は、９名です。なお、2024年５月15日開催の取締役会において、2027年８月31日まで本制
度を継続する決議をしております。

２. 監査役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第54回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

３. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４. 上記には、2025年６月20日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含
んでおります。

５. 上記の支給額には、当事業年度における取締役（社外取締役を除く）５名に対する株式給付引当金の
繰入額として、17百万円が含まれております。
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会社役員の状況

⑤ 社外役員に関する事項
他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係並びに当事業年度における
主な活動状況等

社外取締役　田中康徳氏
　同氏は九州電力株式会社の執行役員テクニカルソリューション統括本部土木建築本部長
であります。九州電力株式会社は実質株主として当社の大株主でありますが、同社と当社
との間には重要な取引等の特別な関係はありません。
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役に就任した2025年６月20
日以降に開催した取締役会10回中の８回に出席し、当社のコンプライアンス体制やリス
ク管理体制、内部統制、中期経営計画、資金管理などについて、経営者としての豊富な経
験から、大局的、客観的な助言、提言を行っております。
　また、就任以降、豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監督と経営全般への助言な
ど社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。

社外取締役　松藤悟氏
　同氏は西日本鉄道株式会社の取締役常務執行役員鉄道事業本部担当　鉄道事業本部長で
あります。西日本鉄道株式会社は当社の大株主でありますが、同社と当社との間には重要
な取引等の特別な関係はありません。
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開催した取締役会
12回中の９回に出席し、当社のコンプライアンス体制やリスク管理体制、内部統制、中
期経営計画、資金管理などについて、経営者としての豊富な経験から、大局的、客観的な
助言、提言を行っております。
　また、就任以降、豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監督と経営全般への助言な
ど社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。
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社外取締役　的場哲司氏
　同氏は太平洋セメント株式会社の執行役員九州支店長であります。太平洋セメント株式
会社は当社の筆頭株主であるとともに、当社との間にセメント購買等の取引関係がありま
す。
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開催した取締役会
12回中の11回に出席し、当社のコンプライアンス体制やリスク管理体制、内部統制、中
期経営計画、資金管理などについて、客観的な助言、提言を行っております。
　また、就任以降、豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監督と経営全般への助言な
ど社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。

社外取締役　波多江愛子氏
　同氏はあかつき法律事務所に所属する弁護士であります。同所と当社との間には重要な
取引等の特別な関係はありません。
　当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開催した取締役会
12回中の10回に出席し、当社のコンプライアンス体制やリスク管理体制、内部統制、中
期経営計画、資金管理などについて、客観的な助言、提言を行っております。
　また、就任以降、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から
取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。

社外監査役　伊東和幸氏
　同氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開催した取締
役会12回、監査役会16回の全てに出席し、取締役会においては、取締役の業務遂行の適
法性・妥当性などについて発言を行っております。
　また、監査役会においては、監査の方法や他の監査役の職務執行に関する事項について
意見の表明を行っております。

社外監査役　小野丈夫氏
　同氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、当事業年度に開催した取締
役会12回、監査役会16回の全てに出席し、取締役会においては、取締役の業務遂行の適
法性・妥当性などについて発言を行っております。
　また、監査役会においては、監査の方法や他の監査役の職務執行に関する事項について
意見の表明を行っております。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 39百万円

５. 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査
実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根
拠を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、その必
要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の
内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を
報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、有限責任監査法人トーマツとの責任限定契約は締結しておりません。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

６. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、財務体
質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、安定配当を実施すること
を基本方針としております。
この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、2026年５月22日開催の

取締役会において、前期と比べ９円増配し、１株当たり22円、効力発生日は2026年６月10
日とする決議をいたしました。
なお、当社は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当
等を行う旨を定款に定めております。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（注）１. 本事業報告中の記載金額、株式数及び持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。
２. その他は四捨五入しております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
製 品
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機械、運搬具及び工具器具備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

25,434
1,960
21,719
334
132
280
779
243
△15

10,179
8,395
2,960
2,109
2,912
18
394
461
276
185

1,322
174
853
121
171

　

流 動 負 債 21,011
支払手形・工事未払金等 3,482
電 子 記 録 債 務 1,447
短 期 借 入 金 9,957
未 払 法 人 税 等 83
未 成 工 事 受 入 金 527
預 り 金 3,795
完 成 工 事 補 償 引 当 金 24
工 事 損 失 引 当 金 24
そ の 他 1,669

固 定 負 債 1,458
社 債 36
長 期 借 入 金 555
株 式 給 付 引 当 金 123
退 職 給 付 に 係 る 負 債 643
そ の 他 99

負 債 合 計 22,470
純 資 産 の 部

株 主 資 本 12,826
資 本 金 2,379
資 本 剰 余 金 1,770
利 益 剰 余 金 9,066
自 己 株 式 △389

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 316
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 11
退職給付に係る調整累計額 305

純 資 産 合 計 13,143
資 産 合 計 35,613 負 債 純 資 産 合 計 35,613

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）

（注） 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 32,230
売 上 原 価 27,102

売 上 総 利 益 5,128
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,539

営 業 利 益 1,588
営 業 外 収 益

物 品 売 却 益 14

固 定 資 産 処 分 益 8

助 成 金 収 入 8

そ の 他 19 50

営 業 外 費 用

支 払 利 息 124

支 払 保 証 料 13

そ の 他 24 162

経 常 利 益 1,476
特 別 損 失

有 形 固 定 資 産 除 却 損 52 52

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,424
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 346

法 人 税 等 調 整 額 84 430

当 期 純 利 益 993
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 993

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

（注） 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 40 －



2026/05/26 17:46:54 / 25301248_株式会社富士ピー・エス_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 24,744 流 動 負 債 20,642
現 金 預 金
受 取 手 形
完 成 工 事 未 収 入 金
売 掛 金
製 品
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
従業員に対する長期貸付金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

1,617
768

15,541
5,057
334
129
280
30
784
212
△13

10,187
8,108
2,275
556
1,777
71
199
2,818
17
392
170
165
5

1,908
164
710
3
4

698
174
151　

支 払 手 形 10
電 子 記 録 債 務 1,447
工 事 未 払 金 3,309
短 期 借 入 金 9,940
リ ー ス 債 務 8
未 払 金 438
未 払 費 用 551
未 払 法 人 税 等 23
未 払 消 費 税 等 558
未 成 工 事 受 入 金 496
預 り 金 3,792
完 成 工 事 補 償 引 当 金 24
工 事 損 失 引 当 金 24
そ の 他 17

固 定 負 債 1,535
長 期 借 入 金 460
リ ー ス 債 務 10
株 式 給 付 引 当 金 123
退 職 給 付 引 当 金 852
そ の 他 88

負 債 合 計 22,178
純 資 産 の 部

株 主 資 本 12,741
資 本 金 2,379
資 本 剰 余 金 1,770
資 本 準 備 金 1,711
そ の 他 資 本 剰 余 金 59
利 益 剰 余 金 8,981
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,981
繰 越 利 益 剰 余 金 8,981

自 己 株 式 △389
評 価 ・ 換 算 差 額 等 11
その他有価証券評価差額金 11

純 資 産 合 計 12,752
資 産 合 計 34,931 負 債 ・ 純 資 産 合 計 34,931

貸　借　対　照　表

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高
完 成 工 事 高 19,069
そ の 他 の 売 上 高 11,661 30,730

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 15,562
そ の 他 の 売 上 原 価 10,404 25,967

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 3,506
そ の 他 の 売 上 総 利 益 1,256 4,763

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,330
営 業 利 益 1,432
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 52
物 品 売 却 益 14
固 定 資 産 処 分 益 7
助 成 金 収 入 8
そ の 他 11 94

営 業 外 費 用
支 払 利 息 122
支 払 保 証 料 13
そ の 他 15 151

経 常 利 益 1,375
特 別 損 失

有 形 固 定 資 産 除 却 損 52 52
税 引 前 当 期 純 利 益 1,322
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 274
法 人 税 等 調 整 額 92 366
当 期 純 利 益 955

損　益　計　算　書

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 尾 圭 輔
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 一 平

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

株式会社　富士ピー・エス
　取 締 役 会　　　御 中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　福　岡　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社富士ピー・エスの2025年4月1日から

2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査
を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社富士ピー・エス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告謄本
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連結計算書類に係る会計監査報告

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の
監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 尾 圭 輔
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 一 平

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

株式会社　富士ピー・エス
　取 締 役 会　　　御 中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　福　岡　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社富士ピー・エスの2025年4月1日

から2026年3月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告謄本
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第74期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして、会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に
関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記）について検討いたし
ました。

監査役会の監査報告謄本
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月20日
株式会社富士ピー・エス　監査役会

常勤監査役 古 賀 順 一 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 伊 東 和 幸 ㊞
社外監査役 小 野 丈 夫 ㊞

以　上
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ご参考 工事実績のご紹介

土木事業

両筑橋
（福岡県久留米市）

双海橋
（愛媛県伊予市）

寺田跨道橋
（東京都八王子市）

境川橋
（熊本県水俣市）

大清水高架橋B1
（愛知県豊橋市）

阿見高架橋
（茨城県稲敷郡阿見町）
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ご参考 トピックス

株主・投資家との対話の状況
　株主の皆様との対話を目的としたアンケートでは、第74期中間期において1,894名（回答率10.4％）の皆様にご
回答いただきました。集計の結果、７割を超える株主様が長期保有の方針であり、株主優待や配当に加え、当社の成
長性・収益性に対しても高い期待を寄せられていることが示されました。皆様からの「知名度向上」や「情報発信の
充実」を求める声を真摯に受け止め、今後のIR活動に反映させてまいります。

開催日 イベント 開催形式 主催 登壇者

2025年８月１日～３日 資産運用EXPO 対面開催（東京） RX Japan㈱ 代表取締役社長

2025年11月29日 九州IRフェア2025 ハイブリッド形式
対面（福岡）＋オンライン

日興アイ・アール㈱ 代表取締役社長

2026年２月14日 STOCK VOICE「資産形成
フェスタ」in 東証アローズ
Online2026

オンライン ㈱ストックボイス 代表取締役社長

11.3%1.4%
10.7%

● 保有方針

76.6%

買い増し
長期保有
売却
未定

● 当社の魅力

株主優待 配当・配当利回り 成長性 収益性・業績 事業内容 その他

37.4%

18.5% 16.2% 16.0%
10.0%

1.9%

ー2025年度IR活動の状況
　上記アンケート結果から、当社は個人投資家の皆様とのコミュニケー
ションを強化するため、オンライン説明会など、相互理解を深めるため
の対話を積極的に実施しています。事業内容や成長戦略について分かり
やすくご説明するとともに、質疑応答の機会を設け、建設的な対話を通
じてご理解を深めていただくよう努めております。
　2025年度における主なIR活動は以下のとおりです。その他にも、機関
投資家・アナリストからの個別取材や電話会議に適宜対応しております。
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　2025年12月７日に、当社が施工した「熊本３号　境川橋」に

おいて連結式を開催しました。

　連結式には地元熊本４区選出の金子国土交通大臣を始め、熊本・

鹿児島両県知事の他、多数のご来賓の方々にご臨席を賜りました。

　境川橋は、「南九州西回り自動車道　一般国道３号　芦北出水道

路」の一部として施工されました。本自動車道は、熊本県と鹿児島

県を繋ぎ、地域経済の活性化のみならず、災害発生時における住

民生活を守る「生命線」として極めて重要な役割を担うものです。

当社は引き続き、地域の安全・安心を支えるインフラ整備を通じ、

社会への貢献と企業価値の向上に努めてまいります。

「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に７年連続認定
　健康経営の取り組みが評価され「健康経営優良法人2026（大規

模法人部門）」に７年連続で認定されました。

　具体的には、生活習慣病の重症化予防を目的とした「ウォーキ

ングイベント」「生活習慣改善を促すeラーニング」「専門職による

保健指導」や、疾病の早期発見を目的とした「再検査・精密検査

の受診勧奨」「がん検診の費用補助」、生産性に影響を及ぼす健康

課題の解消を目的とした「肩こり・腰痛予防のストレッチ」「メン

タルヘルス研修」などの施策を行っております。

　今後も、社員が能力を最大限に発揮できる環境の整備を通じて、

企業の持続的な成長、ひいては経営理念に掲げた社会的使命を果

たすことを目指し、健康経営を推進してまいります。

当社が施工した工事現場において連結式を開催しました。

健康経営の推進について

健康経営の推進体制

取締役会
経営会議

各 事 業 所

健康経営推進責任者

健康経営推進グループ

管理本部長

管理本部総務部

職員労働組合

全国健康保険協会

産業医

安全衛生委員会

従業員

健康経営最高責任者　代表取締役社長
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

地上歩行者ネットワーク

地下歩行者ネットワーク

渡辺通り

電気ビル本館 電気ビル
新館

電気ビル
北館

電気ビル共創館
3階 カンファレンスA（大会議室）

渡辺通一丁目バス停 渡辺通二丁目バス停

電気ビル
みらいパーキング

地下鉄七隈線　渡辺通駅至　ホテルニューオータニ博多

【拡大図】

国体道路

住吉通り

共創館 ホテル
ニューオータニ
博多

｢電気ビル共創館｣
3階 カンファレンスA（大会議室）

みらいパーキング

渡辺通1丁目

薬院駅

薬院駅

赤坂駅 天神駅 中洲川端駅

天神南駅

西鉄福岡（天神）駅

櫛田神社前駅

祇園駅

博多駅

渡
辺
通
駅

城
南
線

北館
新館
本館

2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

日 時

福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

電気ビル共創館３階　
カンファレンスA

（大会議室）

会 場

交 通

西鉄天神大牟田線　
薬院駅より徒歩約７分

地下鉄七隈線　
渡辺通駅（電気ビル本館B2Fへ直結）
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